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【手続補正書】
【提出日】平成30年7月6日(2018.7.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気手術器具であって、
　生物組織の中にＲＦエネルギー及び／又はマイクロ波周波数エネルギーを送達するため
の電気手術機器と、
　電気手術発生器と前記電気手術機器との間に無線周波数（ＲＦ）エネルギー及び／又は
マイクロ波周波数エネルギーを伝えるためのインタフェースケーブルと、および
　前記インタフェースケーブルと前記電気手術機器との間の電気接続部と、
を備え、
　前記電気手術機器が、
　　前記インタフェースケーブルの端子コネクタと協調できる接続インタフェースと、
　　前記接続インタフェースを取り囲む滅菌バリアシースであって、前記接続インタフェ
ースと前記端子コネクタとの間の接続部を取り囲むために前記インタフェースケーブルの
一部分の上で拡張できる前記滅菌バリアシースと
　を備え、
前記電気手術器具は、前記インタフェースケーブルの前記端子コネクタの周囲のまわりに
固定される電気絶縁の管状本体をさらに備え、前記管状本体が通路を有し、前記通路は、
前記端子コネクタの端部を露出させるために第１の端部で開いており、そこを通って前記
インタフェールケーブルが拡張する、
電気手術器具。
【請求項２】
　前記滅菌シースが前記電気手術機器に固定された第１の端部を有する、請求項１に記載
の電気手術器具。
【請求項３】
　前記第１の端部が、前記電気手術機器に取外し自在に取り付けられるカラーに固定され
る、請求項２に記載の電気手術器具。
【請求項４】
　前記滅菌バリアシースが、前記滅菌バリアシースが前記接続インタフェースのためにア
クセス開口部を画定する圧縮構成から、前記滅菌バリアシースが１本の前記インタフェー
スケーブルを覆うために拡張する拡張構成に移動可能である、請求項１～３のいずれか一
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項に記載の電気手術器具。
【請求項５】
　前記滅菌バリアシースが、前記拡張構成にあるときに蛇腹状に折り畳まれる１本の管を
備える、請求項４に記載の電気手術器具。
【請求項６】
　前記滅菌バリアシースが前記電気手術器具に固定された第１の端部及び前記第１の端部
の反対に第２の端部を有し、これによって前記第２の端部が前記第１の端部に対して移動
可能であって、前記圧縮構成と前記拡張構成との間で前記滅菌バリアシースを移動させる
、請求項４又は請求項５に記載の電気手術器具。
【請求項７】
　前記第２の端部が、前記第２の端部に取り付けられた把持可能なプルタブを有する、請
求項６に記載の電気手術器具。
【請求項８】
　前記第２の端部が前記電気手術発生器に固定可能である、請求項６又は請求項７に記載
の電気手術器具。
【請求項９】
　前記電気手術機器及び前記滅菌バリアシースが滅菌可能である、請求項１～８のいずれ
か一項に記載の電気手術器具。
【請求項１０】
　前記管状本体が前記コネクタ上で外側被覆される、請求項１に記載の電気手術器具。
【請求項１１】
　前記管状本体が前記通路内で内向きに突出するリブを有し、前記内向きに突出するリブ
が前記通路を密閉するために前記端子コネクタに当接するように配置される、請求項１又
は請求項１０に記載の電気手術器具。
【請求項１２】
　前記管状本体が生体適合性材料から作られる、請求項１、請求項１０または請求項１１
のいずれか一項に記載の電気手術器具。
【請求項１３】
　前記インタフェースケーブルが、
　前記ＲＦエネルギー及び／又は前記マイクロ波周波数エネルギーを伝えるための同軸ケ
ーブルと、
　前記同軸ケーブルの第１の端部にある近位コネクタであって、前記電気手術発生器で協
調する接続インタフェースとの電気接続を形成するように配置される前記近位コネクタと
、
　前記近位コネクタの上に取り付けられる絶縁ハウジングであって、前記近位コネクタの
前記周囲の周りに固定される近位管状本体を備える前記絶縁ハウジングと
を備え、
　前記端子コネクタが前記同軸ケーブルの第２の端部にある、
請求項１～１３のいずれか一項に記載の電気手術器具。
【請求項１４】
　前記近位管状本体が前記近位コネクタ上に外側被覆される、請求項１３に記載の電気手
術器具。
【請求項１５】
　前記滅菌バリアシースが前記近位コネクタまで拡張できる、請求項１～１４のいずれか
一項に記載の電気手術器具。
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